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独立行政法人労働者健康安全

機構 （JOHAS） は、独立行政

法人労働者健康安全機構法（平成

14年12月13日法律第171号）に基づいて

設立された、厚生労働省所管の独立行政

法人です。

「JOHAS」は、
● 勤労者医療の推進
● 労働安全衛生分野の調査・研究
● 産業保健活動の支援
● 未払賃金の立替払事業

など様々な事業を通じて、労働者の健康と

安全の確保、福祉の増進に寄与しています。

あなたのためにく働
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させることで

など
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令和8年

（6病院）
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　労災病院では、勤労者医療の理念のもとで、医師をはじめ、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床
検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、管理栄養士など、各専門分野の最新の知識と経験
を結集し、 次の取組を行っています。

　アスベスト関連疾患の相談・健診、診断・治療及び症例の収集を行うため、 全国22の労災病院にアスベスト 

疾患センターを設置しています。 22センターのうち、全国6ブロックの拠点となる６センターをブロックセンター

と位置づけ、ブロックセンターでは、労災指定医療機関をはじめとする他の医療機関の支援を行っています。



令和8年4

(22)

、治療と仕事の両立

Corporate Guide 2026

　労災病院では、近隣の労災保険指定医療機関や産業医等に対する勤労者医療の地域支援に取り
組んでいます。

　労災病院においては、地域における勤労者医療を推進するため、地域医療支援病院や地域がん診療連携拠点

病院の指定を受けるとともに、労災保険指定医療機関等との連携を推進します。

　労災病院の医師の約2割は認定産業医の資格を有しており、産業医の育成支援体制を充実させるとともに職場

での作業や環境との関連に配慮した産業保健活動を進めています。

労災保険指定医療機関、産業医等に対する勤労者医療の地域支援機能

地域医療支援の推進

産業医活動

　症例検討会や講習会等を開催して、さまざまな労災疾病等に関する症例についての情報を提供しています。

労災疾病等に関する情報提供

　労災保険指定医療機関等の医師等に対し、労災病院の

病床、医療機器等の開放を行っています。

病床、医療機器等の開放

病病・病診連携

　病病・病診連携 ※を通じて、労災保険指定医療機関等で対応が困難な被災労働者等の受入れを行っています。
※病院と病院、病院と診療所間で医療機関の機能に応じた医療を提供するための連携



年間約800例

スライディングボード「つばさ」
（市販品:｠Lサイズ・Mサイズ）

ベルト付き・ハンドライフ
（市販品:歯磨き用・書字用・食事用）

下顎トラッキングマウス

3,200

の一貫した

下肢に不自由のある方の、車いすとベッド間の
側方移乗の自立や移乗介助を支援する目的の
開発品です。車いすのタイヤを避ける独自形
状によって臀部下への抜き差しが簡単に行え
ることから、高齢者施設など幅広く導入されて
います。

手指に不自由のある方の、歯磨き、書字やタッ
チペン、食事といった各種自助具の最適な形
状や製造方法を探求した開発品です。歯磨き
用は歯ブラシを自身で咥えて、向きを変えるこ
とができる点が特徴です。

高位頚髄損傷者のためのパソコン用マウス。
webカメラで操作者の顔を撮影し本装置で動
作分析することで、顎の動きと口の開閉でマウ
スポインタを操作できます。目を一定時間閉じる
ことでマウスクリックできます。本研究はJSPS
科研費21K12781の助成を受けたものです。

Corporate Guide 2026

　吉備高原医療リハビリテーションセンターでは、被災労働者などに高度な医療水準の治療及び医学的リハビリ

テーションを行い、さらに隣接する国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(独立行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構が運営、以下「職業リハセンター」という)との連携のもとに、早期社会復帰を図っています。

　患者一人ひとりに①リハビリテーションが必要になったもと

の疾病や負傷 (機能障害のレベル)、②現在までの経過と現在

の状況 (能力低下のレベル)、③これまでの生活様式・職業・家

庭の状況 (社会的不利のレベル)などを総合的に判断してゴー

ルを決め、治療のプログラムを作って、リハビリテーション医療

を進めていきます。リハビリテーション科の医師を中心として、

看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、

医療ソーシャルワーカー (MSW)、リハビリテーションエンジニ

アなどのリハビリテーションスタッフがチームで対応します。

日本



https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1015/Default.aspx　
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　治療と仕事の両立に不安を抱える勤労者を支援するため、全国に設置している治療就労両立支援センター

（全9か所）及び治療就労両立支援部（全18か所）では、すべての疾病を対象に、「両立支援コーディネーター」を

中心とした医師、看護師、医療ソーシャルワーカー(MSW)など多職種からなる「両立支援チーム」が、治療を受

けながら就労を希望する勤労者に対する支援を行っています。

　また、今後の支援の質の向上につなげるため、支援の情報を集積し、疾病が就労に与えた影響、支援に関する

課題の分析及び効果的な支援方法の検討を行っています。

　「両立支 援コーディネーター」とは、治療と

仕事の両立支援 体制が 確立できるよう、患者

やその家族からの依頼を受けて患者に寄り添

いながら相談支援を実施し、また、患者・家族

側、医師・MSWなどの医療側、そして産業医・

衛生管理者人事労務担当者などの企業側の3

者間のコミュニケーションのサポートを行う者

です。

　JOH ASでは、両立支援を進める上で必要

な知識を身につけることを目的に、「両立支援

コーディネーター」の養成研修を実施しています。

　「両立支援コーディネーター基礎研修」は、令和2年度以降、「動画配信研修」と「WEB ライブ講習」を

組み合わせたオンライン形式で実施しています。

　また、全国の産業保健総合支援センターにて、各地域の両立支援コーディネーター間の連携を推進し、

地域全体での支援体制の充実・強化を図ること及びコーディネーターの能力向上を図ることを目的として

両立支援コーディネーター基礎研修修了者を対象に「事例検討会」を開催しています。

　両立支援コーディネーター基礎研修の詳細はJOHASのホームページに掲載しています。

はJOHASのホームページに掲載しています。



　勤労者における食行動と体成分との関係を研究結果
を基に、骨格筋減少のリスク、要因を説明しながら運動
と食事の観点から簡単に実践できる対策を紹介。

労働者の健康障害の早期治療・予防に向けた研究（研究テーマ
「血漿メタボローム解析による過労死等関連生化学的指標の確立」）

　我が国においては、長時間労働による心臓・脳血管疾患のリスクが高まる危険性について
はこれまで数々の報告がなされており、過労死等の防止の観点から働き方改革関連法に基づ
く働き方改革等の取組や過重労働対策等が講じられています。
　本研究では過労死の中でも特に心血管疾患に至る予測因子・関連因子となる指標の確立を目指
しました。
　研究の結果により、従来の指標よりも早期に診断可能となる新規の指標を明らかにし、過
労による心血管疾患リスクの高い状態を早期に診断できる可能性が示唆されました。

　近年、うつ病等により心の健康状態（メンタルヘルス）が悪化することで休職してしまい、その後
なかなか仕事に復帰できない方が増えています。
　そうした心の不調は、記憶力や注意力といった、仕事をするうえで重要な「認知機能」と言われる
能力に悪影響をもたらすことが分かっており、仕事への復帰が難しくなっている原因の一つである
と考えられています。
　本研究は、そうした他人からは目に見えづらい「認知機能」を調べてその改善を目指し、人々の仕
事への復帰を支援する数少ない試みです。
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せて

食行動と体成分から見た
骨格筋量を増やすポイント

現在実施中の労災疾病等医学研究テーマの概要及び
これまでの研究成果等については、
JOHASのホームページに掲載しています。
https://www.johas.go.jp/kenkyu_kaihatsu/
rosaisippei13bunya/tabid/398/Default.aspx



　職場のストレス、長時間労働及び交替制勤務等が過労死やメンタルヘルスなどの健康に及ぼす影響
について分析し、その予防に関する研究を実施しています。新材料や新技術に起因する労働災害の防
止に関する研究を実施しています。

　職場における、危険・有害因子にさらされる(ばく露)量の評価方法、危険・有害な影響を及ぼす可能
性とその影響の程度(リスク)の評価法等の確立や、リスク管理を効果的に実施していくためのツール
の開発等に関する研究を実施しています。

　労働災害が多発している機械設備、作業、化学物質等に着目し、墜落災害、爆発災害、化学物質によるがん、熱
中症、腰痛などの現場における危険・有害性について分析し、その対策に関する研究を実施しています。

ワイヤロープ疲労試験機 掘削工事における斜面崩壊
の実大規模実験
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カナダローベル・ソウベ労働安全衛生研究所（IRSST）



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html

3,575

883

5

労働災害や職業性疾病を防止するために Corporate Guide 2026

より

6

1,055

3,780

（地さんぽ）



Corporate Guide 2026

　産業保健総合支援センターでは、地域の産業保健活動の活性化に役立つ調査研究を実施して
おり、同センターが実施する研修会の資料等として活用しています。

　専門スタッフ（精神科医、公認心理師、カウンセラー等）が事業主や産業保健スタッフ（産業医、保健師、看護師、衛

生管理者等）からのご相談に電話やメール等で対応いたします。

　また、支援要請があった事業場に専門スタッフ（産業カウンセラー、社労士、保健師等）が訪問し、メンタルヘルス

対策（例：「心の健康づくり計画」や「職場復帰支援プログラム」の策定等）の導入についてアドバイスいたします。

　管理監督者や若年労働者を対象としたメンタルヘルス教育等も行っています。

産業保健総合支援センターで提供しているサービス（産業保健スタッフ向けサービス等）

メンタルヘルス対策

治療と仕事の両立支援

　病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、適切な治療を受けながら働き続けられる社会を目指す

取組みを「治療と仕事の両立支援」と言います。

　専門スタッフ（社労士、保健師等）が事業場を訪問し、両立支援制度の導入等についてアドバイス、管理監督者

や労働者を対象とした意識啓発を図る教育を実施しています。

　また、労働者と事業者の双方の同意のもと、労働者と事業場間の個別調整支援（「両立支援プラン作成」のアド

バイス等）も行っています。

地さんぽ

　産業医、保健師、看護師、衛生管理者等を対象として、産業保健に関する様々なテーマの研修を実施しています。

※研修スケジュール、参加申込方法等は、各産業保健総合支援センターのホームページでご確認ください。

　産業医学、メンタルヘルス、労働衛生関係法令等に豊富な経験を有する専門

スタッフが、産業保健に関する様々な問題について、電話やメール等でご相談に応じ、

対応方法をアドバイスしています。

専門的・実践的研修　

専門的相談対応　

　事業主・労働者向けに職場における健康管理、メンタルヘルス、生活習慣病対策等のセミナーを実施

しています。 

事業主等に対する啓発セミナー

❶メンタルヘルス対策

❷治療と仕事の両立支援

❸専門的・実践的研修

❹専門的相談対応

❺産業保健に関する情報提供

❻事業主等に対する啓発セミナー



立替払事業の詳細は、ＪＯＨＡＳのホームぺージに掲載しています。

令和７年３月までの間に、約137万人に対し、総額約5,651億円

（参考）数値掲載ページ：
https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/1021/Default.aspx

https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/417/Default.aspx

未払賃金立替払事業の実施状況（令和3年度～令和6年度）

872

9,560

3,642

2,029

2,623

30,591

11,046

1,731

1,285

14,203

4,856

1,327

2,132

24,300

8,621

2,141

区分

企業数（件）

支給者数（人）

立替払額（百万円）

回収額（百万円）

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
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　健康診断の結果、「医師の診断」欄には、「異常なし」、「要観察」、「要精密検査」、「要治療」等の記入が

されています。

　「異常の所見がある」と診断された労働者については、その健康を保持するために必要な対応策等に

ついて、医師から意見を聴くことができます。

地域産業保健センターで提供しているサービス（小規模事業場向けサービス）

産業保健活動支援のための助成

健診結果について医師からの意見聴取

　各産業保健総合支援センターのホームページ、

メールマガジン等で産業保健に関する情報をお知らせしています。

※メールマガジン配信のお申し込みは、

各産業保健総合支援センターのホームページでご確認ください。

　また、JOHASのホームページで情報誌『産業保健21』の

バックナンバーの閲覧と検索ができます。

産業保健に関する情報提供　

　時間外労働が長時間に及ぶ労働者やストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者に対

し、医師による面接指導を行っています。

長時間労働者等に対する面接指導

　健康診断で、脳・心臓疾患関係の主な検査項目（「血中脂質検査」「血圧の測定」「血糖検査」「尿中の

糖の検査」「心電図検査」）に異常の所見があった労働者に対して、医師または保健師が日常生活面での

指導等を行います。

　また、メンタルヘルス不調を感じている労働者に対して、医師または保健師が相談・指導を行います。

労働者の健康管理に関する相談対応

　医師、保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、メンタルヘ

ルス対策等の健康管理の状況を踏まえ、総合的な助言・指導を行います。

個別訪問による産業保健指導



https://www.johas.go.jp/chinginengo/
miharai/tabid/420/Default.aspx

https://www.johas.
go.jp/chinginengo/
tabid/2036/Default.
aspx

1 給付金の対象者

給付金制度については
ＪＯＨＡＳのホームぺージに
掲載しています。

期　間 業　務

以下の①～③の要件を満たす方が対象となります。 ① 給付金の支給
　 国は、特定石綿被害建設業務労働者等又はその遺族に対し、 
　 以下の額の給付金を支給

2 権利の認定等
　 厚生労働大臣は、請求に基づき、給付金の支給を受ける権利を認定
　 短期ばく露、喫煙の習慣を有した者(肺がんにかかったものに限る)
　 に係る減額
　 請求期限:医師の診断時・管理区分の決定時/死亡時から20年
　 差押禁止、非課税
3 追加給付金の支給
　 症状が悪化した者に対し、追加給付金(1の1~7の区分の差額分)
　 を支給
4 認定審査会
　 厚生労働大臣は「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」の
　 審査の結果に基づき認定

① 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる 
　 建設業務に従事することにより、 1 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者

2 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者
3 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 
4 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん 
　 性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者
6 上記1及び3により死亡した者
7 上記2、4及び5により死亡した者

550万円
700万円
800万円
950万円

1,150万円
1,200万円
1,300万円

② 石綿関連疾病にかかった
③ 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)
　 であること

※ 石綿関連疾病 (1) 中皮種 (2) 肺がん (3) 著しい呼吸機能障害を伴う 
　 びまん性胸膜肥厚 (4) 石綿肺 (じん肺管理区分が管理2~4)
　 (5) 良性石綿胸水
※ ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、 
　 孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能です。

昭和47年10月1日～
昭和50年9月30日 石綿の吹付け作業に係る業務

一定の屋内作業場で行われた
作業に係る業務

昭和50年10月1日～
平成16年9月30日

2 給付金の支給等

当機構に、支払に要する費用に充てるために「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金」を設け給付金等の支払の業務を実施
3基金の設置等

高尾みころも霊堂

皇太子同妃両殿下（現上皇上皇后両陛下）の御臨席
のもと挙行された開堂慰霊式（昭和47年6月）

産業殉職者合祀慰霊式で霊位を奉安する
大西理事長

天皇皇后両陛下（現上皇上皇后両陛下）の
行幸啓（平成31年４月）

　高尾みころも霊堂は、産業殉職者の遺骨の安置場所の確保等による

遺族の援護、また、産業殉職者の功績を後の世まで顕彰し、慰霊の場とする

ことを目的として、高尾山の山麓に昭和47年５月に建立された施設です。

　高尾みころも霊堂の建立は、労働者災害補償保険法施行20周年記念

事業として労働省（現厚生労働省）及び労働福祉事業団（現独立行政法人

労働者健康安全機構）が主体となり進められましたが、産業界においては

産業殉職者霊堂整備協賛会が、労働界においては霊堂募金労組協力世話人会が発足するなど官民挙げての

事業となり、国費のほか民間から寄せられた多額の寄附も、建立の大きな支えとなりました。

　昭和47年６月の開堂慰霊式においては、遺族をはじめ政財界、労働団体等の代表をお招きし、皇太子同妃両

殿下の御臨席のもと、昭和22年から昭和4 6年までの産業殉職者

66,319名の御霊をお慰めしています。

　以降、高尾みころも霊堂では、毎年秋に新たな産業殉職者の御霊を合祀

する産業殉職者合祀慰霊式を挙行し、安全な職場環境の実現と労働災害の

根絶に向けて努力することを御霊の前でお誓いしています。現在、納骨堂

の御霊簿収蔵庫には、令和6年度末までの産業殉職者278,319名のお名前

を記帳した御霊簿が奉安されています。

　産業殉職者合祀慰霊式では、開堂慰霊式に引き続き、５年毎に皇太子

同妃両殿下の御臨席を賜っており、令和改元後は秋篠宮皇嗣同妃両殿下の

御臨席を賜りました。

　また、上皇上皇后両陛下は、戦後の経済成長を支える過程で亡くなられた

方々に対し戦没者と同様に心を寄せられており、天皇在位中の平成21年、

27年、31年にも、高尾みころも霊堂を行幸啓されています。

JOHAS のホームぺージに慰霊事業や高尾みころも霊堂
の建物設備等の詳細を掲載しています。
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